
【スポーツ安全保険】令和８年度分受付開始
　スポーツ安全保険は、誰もが安心してスポーツの団体・グループ活動に参加できるようにするため、（公財）スポーツ安全協会
と損害保険各社が協力して作り上げた、小さな掛金で大きな補償が得られる保険です。なお、令和８年度より高校生以上６４
歳以下の掛金が改定されました。

傷害保険金額

　　　・入院・通院保険金の支払いは事故の日を含め１８０日以内が対象になり、入院は１８０日、通院は３０日が限度となります。

　〈受付期間〉

　　　・令和８年３月１日から令和９年３月３０日まで

　〈保険責任期間〉

　　　・令和８年４月１日～令和９年３月３１日まで

　　　・令和８年の３月中に申し込みいただくと４月１日より有効となりますが、それ以降の申し込みについては申込日の翌日

　　　　から令和９年３月３１日までが期間となります。

　《加入方法》

　　　　保険加入者の住所・氏名・生年月日を明らかにし、掛け金を持参して役場３階教育委員会でお申し込みください。

　　　　　　　　　　ご不明な点がございましたら、教育委員会　社会体育担当までお問い合わせください・・・（電話２７－２１２３）

加入対象者
対象となる　　　　　
事故の範囲

掛　金
（１人当たり） 死　　亡

後遺障害　
（最高）　　　　　

入院日額 通院日額

子ども（中学生以下）
団体活動中と
その往復中

８００円 ３，０００万円 ４，５００万円 ４，０００円 １，５００円

大人（高校生以上）
６４歳以下

団体活動中と　　　　　　
その往復中

２，０００円 ２，０００万円 ３，０００万円 ４，０００円 １，５００円

６５歳以上 １，２００円 ６００万円 ９００万円 １，８００円 １，０００円


